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１【提出理由】

当社において、特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内

閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき提出するものであります。

 

２【報告内容】
１．当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

　　　名称                        JAIC ASIA CAPITAL PTE LTD

　　　住所                        3 Church Street, Level 25 Samsung Hub, Singapore

　    代表者の氏名　　　　　    　President　東　和雄

      資本金の額　　　　　　　    9百万シンガポールドル

　　　事業の内容                  ファンドの管理・運用

　　　　　　　　　　　　　　　　　当社グループへの投資情報の提供及び投資先企業に対する経営支援活動

 

２．当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及びその総株主等の議決権に対

する割合

 （異動前）  （異動後）

当社所有議決権の数

（うち間接保有分）

 9,000,000　　

（9,000,000）　

 －

総株主等の議決権 9,000,000 －

総株主等の議決権に対する割合

（うち間接保有分）

100.0％

（100.0％）　

 －

 

３．当該異動の理由及びその年月日

（1）異動の理由

当該特定子会社は、当社の100％子会社であるJAIC ASIA HOLDINGS PTE LTDの傘下で、シンガポールにおいてライセ

ンスを保有し、ファンドの管理・運用並びに、当社グループへの投資情報の提供及び投資先企業に対する経営支援活

動を行っておりました。

　当該ファンドの運営が終了しライセンスを維持する必要性が無くなったため、当該特定子会社を解散し清算するこ

とといたしました。　

（2）異動の年月日

  平成25年6月6日より解散の手続きを開始し、現地の法律に従い必要な手続きが完了次第、清算結了し、特定子会社で

はなくなる予定であります。

　

 以　上 
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